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貴社の景況判断ＢＳＩ（「上昇」－「下降」社数構成比） (単位：％ポイント） ●貴社の景況 
20年10～12月期の「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅
企業、中小企業いずれも「下降」超となっている。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「下降」超で
推移する見通しとなっている。 
●国内の景況 
20年10～12月期の「国内の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅
企業、中小企業いずれも「下降」超となっている。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「下降」超で
推移する見通しとなっている。 
20年12月末時点の「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業、
中小企業いずれも「不足気味」超となっている。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「不足気味」超で推移する見通
し、中小企業は21年3月末に「過剰気味」超に転じる見通しとなっている。 
20年度は、0．4％の減収見込みとなっている（下期3．2％の減収見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業いずれも減収見込みとなっている。 
20年度は、20．8％の減益見込みとなっている（下期26．4％の減益見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業いずれも減益見込みとなっている。 
20年度は、9．8％の減少見込みとなっている（下期14．3％の減少見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業いずれも減少見込みとなっている。 

平成20年10─12月期調査 

対象企業数 
回答企業数 
回　収　率 

法人企業景気予測調査 
（内閣府・財務省） 

法人企業景気予測調査は、経済・財政政策運営の基礎資料を得ることを目的として、企業活動の現状と先行き見通
しに対する経営者の判断を四半期ごとに調査している。なお、資本金１千万円以上の法人企業（電気・ガス・水道業お
よび金融・保険業は資本金１億円以上）を対象としている。以下は、平成20年10─12月期調査結果の概要である。 

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金１億円以上
10億円未満の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上１億円未満の企業をいう。 

景　　況 

大
企
業
 
中
堅
企
業
 
中
小
企
業
 

20年7～9月 
前回調査 

全産業  
　製造業 
　非製造業 
全産業  
　製造業 
　非製造業 
全産業  
　製造業 
　非製造業 

▲10.2  
▲10.0  
▲10.2  
▲18.6  
▲15.0  
▲19.8  
▲34.3  
▲34.7  
▲34.3 

20年10～12月 
現状判断 
▲35.7  
▲44.5  
▲30.5  
▲33.3  
▲43.7  
▲30.0  
▲40.7  
▲51.3  
▲38.5 

21年1～3月 
見通し 

20年7～9月 
前回調査 

20年10～12月 
現状判断 

21年1～3月 
見通し 

▲22.2  
▲27.2  
▲19.2  
▲30.9  
▲40.2  
▲28.0  
▲38.3  
▲46.8  
▲36.5 

国内の景況判断ＢＳＩ（「上昇」－「下降」社数構成比） (単位：％ポイント） 

大
企
業
 
中
堅
企
業
 
中
小
企
業
 

全産業  
　製造業 
　非製造業 
全産業  
　製造業 
　非製造業 
全産業  
　製造業 
　非製造業 

▲63.8  
▲67.8  
▲61.4  
▲65.0  
▲66.9  
▲64.4  
▲66.8  
▲68.9  
▲66.4 

▲43.7  
▲43.2  
▲44.0  
▲52.4  
▲53.4  
▲52.1  
▲57.2  
▲59.6  
▲56.7 

21年4～6月 
見通し 

21年4～6月 
見通し 

▲10.3  
▲10.2  
▲10.4  
▲16.7  
▲16.7  
▲16.6  
▲24.1  
▲27.8  
▲23.3 

▲18.4  
▲13.4  
▲21.4  
▲27.9  
▲24.3  
▲29.1  
▲37.3  
▲35.4  
▲37.7 

▲36.1  
▲30.9  
▲39.2  
▲47.5  
▲38.4  
▲50.3  
▲57.2  
▲53.9  
▲57.8 

14，337社 
11，408社 
79.6％ 

設備投資 

 
雇　　用 

売 上  高 

経常利益 

会
　
計 

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
・
強
制
適
用

の
時
期
が
議
論
の
焦
点
に

│
企
業
会
計
審
議
会

去
る
12
月
16
日
、
企
業
会
計
審
議

会（
会
長 : 

安
藤
英
義
・
専
修
大
学

教
授
）は
第
14
回
企
画
調
整
部
会
を

開
催
し
、
前
回
に
引
き
続
き
国
際
会

計
基
準
の
導
入
に
関
す
る
検
討
を

行
っ
た
。

ま
ず
事
務
局
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の

審
議
の
整
理
と
、
最
新
の
国
際
会
計

基
準
適
用
に
つ
い
て
の
動
向
が
説
明

さ
れ
た
。
最
新
の
動
向
と
し
て
は
、

欧
州
委
員
会
に
よ
る
日
本
基
準
の
同

等
性
評
価
等
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま

た
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
か
ら
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
証
券
ア

ナ
リ
ス
ト
の
中
で
は
金
融
危
機
を
理

由
に
時
価
会
計
を
後
退
さ
せ
る
べ
き

で
は
な
い
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め

た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

今
回
の
審
議
の
論
点
と
委
員
の
意

見
の
概
要
、
今
後
の
審
議
に
つ
い
て

は
以
下
の
と
お
り
。

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
の
是
非
お

よ
び
時
期

希
望
者
の
み
の
話
で
あ
る
か
ら
、

で
き
る
だ
け
早
期
に
容
認
す
べ
き
と

の
意
見
が
多
か
っ
た
。
企
業
会
計
基

準
委
員
会
の
西
川
郁
生
委
員
長
か
ら

も
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
終
了
す

る
２
０
１
１
年
を
待
た
ず
に
２
０
１

０
年
ご
ろ
を
目
標
と
し
て
も
よ
い
と

の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
た
だ
、
税
法

や
会
社
法
等
の
関
連
諸
法
の
整
備
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
容
認
で
き
る
と
す

る
慎
重
論
も
あ
っ
た
。

●
並
行
開
示
の
是
非

ど
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
求
め
る
の

か
と
い
う
疑
問
や
、
実
務
上
不
可
能

で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
、
注
記
程

度
の
扱
い
が
現
実
的
と
す
る
見
解
な

ど
、
企
業
の
コ
ス
ト
を
心
配
す
る
意

見
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、
任
意
適
用

か
ら
強
制
適
用
の
経
過
措
置
と
し
て

不
可
欠
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
。

●
強
制
適
用
の
是
非
お
よ
び
範
囲

米
国
が
２
０
１
１
年
ま
で
に
ア
ド

プ
シ
ョ
ン
す
る
か
ど
う
か
決
定
す
る

た
め
、
日
本
も
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
へ
の
発
言

力
を
維
持
し
、
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め

る
た
め
に
乗
り
遅
れ
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
、
そ

も
そ
も
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
進
め

て
同
等
性
が
評
価
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
会
計
基
準
を
さ
ら
に
ア
ド
プ

シ
ョ
ン
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
改
め
て
問
う
意
見
も
あ
っ
た
。

た
だ
、
全
体
的
に
日
本
市
場
の
み

で
取
引
を
行
う
中
小
企
業
に
は
強
制

適
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

連
結
先
行
と
い
う
方
向
性
が
確
認
さ

れ
た
。
さ
ら
に
任
意
適
用
・
強
制
適

用
を
決
定
す
る
か
ど
う
か
も
含
め

て
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
描
く
重
要
性

が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
時

期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

会
　
計 

企
業
結
合
に
関
す
る
６
つ
の
改
正

会
計
基
準
等
、公
表
議
決
さ
れ
る

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
12
月
18
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
168
回
企
業
会
計
基
準

委
員
会
を
開
催
し
た
。

本
委
員
会
で
は
、
平
成
19
年
８
月

に
公
表
さ
れ
た
東
京
合
意
に
基
づ
く

短
期
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
項
目
と
し

て
検
討
さ
れ
て
き
た
、
企
業
会
計
基

準
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基

準
」、「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会

計
基
準
」、「『
研
究
開
発
費
等
に
係

る
会
計
基
準
』の
一
部
改
正
」、「
事

業
分
離
等
に
関
す
る
会
計
基
準
」お

よ
び
「
持
分
法
に
関
す
る
会
計
基

準
」、
な
ら
び
に
企
業
会
計
基
準
適

用
指
針「
企
業
結
合
会
計
基
準
及
び

事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す
る
適

用
指
針
」
の
公
表
議
決
が
行
わ
れ

た
。
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フラッ
シュ 

統計

米
雇
用
、11
月
は
大
幅
悪
化

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
に
単
を
発
し
た

金
融
危
機
が
、米
国
の
実
態
経
済
に
も

深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。米
労

働
省
が
12
月
５
日
に
発
表
し
た
11
月
の

雇
用
統
計（
季
節
調
整
値
）に
よ
る
と
、

非
農
業
部
門
の
雇
用
者
数
は
前
月
に
比

べ
53
万
３
、０
０
０
人
減
少
し
た
。こ
れ

は
第
一
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
景

気
が
悪
化
し
た
１
９
７
４
年
12
月
の
60

万
２
、０
０
０
人
減
以
来
、約
34
年
ぶ
り

の
大
幅
な
落
ち
込
み
と
な
っ
た
。失
業

率（
軍
人
を
除
く
）も
前
月
か
ら
０
・
２

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、６
・
７
％
と
な
っ

た
。こ
れ
も
１
９
９
３
年
10
月（
６
・
８

％
）以
来
、約
15
年
ぶ
り
の
高
水
準
。

雇
用
者
数
の
減
少
は
11
カ
月
連
続

で
、同
時
に
発
表
し
た
改
定
値
に
よ
る

と
９
月
、10
月
の
雇
用
者
数
も
大
幅
に

拡
大
し
た
。９
月
、10
月
の
雇
用
者
数
の

減
少
は
、そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ま
で
の
28
万

４
、０
０
０
人
、24
万
人
か
ら
40
万
３
、０

０
０
人
、32
万
人
に
修
正
さ
れ
た
。今
年

１
月
か
ら
の
雇
用
者
数
の
減
少
は
９
月

に
金
融
危
機
が
信
用
収
縮
を
伴
っ
て
広

が
っ
て
か
ら
急
速
に
拡
大
、合
計
約
１

９
１
万
人
に
達
し
た
。米
国
景
気
は
昨

年
12
月
か
ら
後
退
局
面
に
入
っ
て
い
る

が
、今
後
さ
ら
に
悪
化
す
る
見
通
し
で
、

戦
後
最
長
・
最
悪
の
不
況
に
発
展
す
る

可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

雇
用
者
数
の
内
訳
は
民
間
部
門
が
54

万
人
減
、政
府
部
門
が
７
、０
０
０
人

増
。主
要
業
種
を
み
る
と
、製
造
業
８
万

５
、０
０
０
人
減
、建
設
業
８
万
２
、０

０
０
人
減
、小
売
９
万
１
、０
０
０
人
減

な
ど
で
軒
並
み
不
振
と
な
っ
た
。特
に

サ
ー
ビ
ス
部
門
全
体
で
は
37
万
人
減
少

し
て
お
り
、雇
用
調
整
が
先
行
し
た
建

設
、製
造
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
業
へ
リ
ス

ト
ラ
の
波
が
広
が
っ
て
い
る
。主
要
企

業
の
人
員
削
減
計
画
が
相
次
い
で
お

り
、２
０
０
８
年
年
間
の
雇
用
者
数
の

減
少
が
２
０
０
万
人
を
突
破
す
る
の
は

ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。ま
た
失
業
率
も
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
の
間
で
は
７
％
台
に
達
す
る
の

は
時
間
の
問
題
と
の
見
方
が
多
い
。

欧
州
、異
例
の
３
カ
月
連
続
で

大
幅
同
時
利
下
げ

欧
州
の
中
央
銀
行
が
11
月
４
日
、相

次
い
で
政
策
金
利
と
大
幅
に
引
き
下
げ

た
。引
き
下
げ
幅
は
欧
州
中
央
銀
行（
Ｅ

Ｃ
Ｂ
）
が
１
９
９
９
年
の
単
一
通
貨

ユ
ー
ロ
の
導
入
以
来
、最
大
と
な
る
０
・

７
５
％
。英
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
も
１
・

０
％
下
げ
た
。ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
１
・
７

５
％
利
下
げ
で
、現
行
制
度
を
創
設
し

た
１
９
９
４
年
以
来
、最
大
の
下
げ
幅
。

ま
た
デ
ン
マ
ー
ク
も
０
・
７
５
％
下
げ
。

域
内
の
中
央
銀
行（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）が
同
時
利

下
げ
を
実
施
す
る
の
は
３
カ
月
連
続
と

な
る
。イ
ン
フ
レ
懸
念
が
急
速
に
後
退

し
、一
部
に
は
デ
フ
レ
懸
念
が
出
て
き

て
お
り
各
国
は
大
型
財
政
出
動
を
本
格

化
し
て
景
気
を
下
支
え
す
る
。

ユ
ー
ロ
圏
15
カ
国
に
適
用
す
る
市
場

調
節
金
利
は
10
日
か
ら
年
２
・
５
％
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。こ
れ
は
利
上
げ
局

面
だ
っ
た
２
０
０
６
年
６
月
以
来
２
年

半
ぶ
り
の
水
準
。後
退
局
面
に
入
っ
た

欧
州
景
気
に
配
慮
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に

し
た
格
好
だ
が
、
世
界
的
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
価
格
が
急
落
し
た
こ
と
も
３
カ
月

連
続
の
利
下
げ
を
後
押
し
し
た
。ユ
ー

ロ
圏
の
11
月
の
消
費
者
物
価
上
昇
率
は

前
年
同
月
比
で
２
・
１
％
と
前
月
に
比

べ
１
・
１
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。

ユ
ー
ロ
圏
よ
り
も
景
気
の
冷
え
込
み

が
目
立
つ
英
国
で
は
１
・
０
％
の
政
策

金
利
引
下
げ
を
即
日
実
施
し
た
。新
金

利
は
２
・
０
％
と
な
り
１
９
５
１
年
以

来
57
年
ぶ
り
の
最
低
水
準
と
な
っ
た
。

３
カ
月
連
続
の
利
下
げ
で
名
目
金
利
か
ら

物
価
上
昇
率
を
差
し
引
い
た
、欧
州
の「
実

質
金
利
」は
縮
小
に
向
か
っ
て
い
る
。

日
本
企
業
、３
四
半
期
連
続
の

減
収
減
益

財
務
省
が
発
表
し
た
２
０
０
８
年
７

―
９
月
期
の
法
人
企
業
統
計
に
よ
る
と

企
業
収
益
は
３
四
半
期
連
続
で
減
収
減

益
と
な
っ
た
。経
常
利
益
は
前
年
同
期

比
22
・
５
％
減
と
７
年
ぶ
り
に
大
き
な

減
益
幅
を
記
録
し
た
。原
油
高
に
伴
う

コ
ス
ト
増
に
加
え
、世
界
的
な
需
要
減

退
を
受
け
た
売
上
高
の
減
少
が
収
益
力

を
圧
迫
し
た
。

法
人
企
業
統
計
は
大
企
業
か
ら
中
小

企
業
ま
で
約
２
万
社
を
網
羅
し
て
お

り
、国
内
企
業
全
体
の
経
営
状
況
を
把

握
で
き
る
。７
―
９
月
期
の
売
上
高
経

常
利
益
比
率
は
２
・
７
％
と
、同
０
・
８

ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
た
。昨
年
７
―
９
月

期
以
降
は
３
％
台
か
ら
４
％
台
で
推
移

し
て
き
た
が
、今
回
の
統
計
で
急
激
に

落
ち
込
ん
だ
。化
学
や
運
送
な
ど
原
材

料
価
格
の
動
き
に
左
右
さ
れ
や
す
い
企

業
の
悪
化
が
目
立
っ
た
。規
模
別
で
は

資
本
金
10
億
円
以
上
の
大
企
業
が
３
・

８
％
に
低
下
し
、落
ち
込
み
幅
は
１
・
４

ポ
イ
ン
ト
と
中
小
・
中
堅
企
業
よ
り
も

大
き
か
っ
た
。
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米国の主要雇用指標 

会
　
計 

改
正
四
半
期
会
計
基
準
等
、公
表
議

決
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

本
改
正
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
。

・
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
廃
止

・
株
式
を
取
得
の
対
価
と
す
る
場

合
の
当
該
対
価
の
時
価
測
定
日

・
負
の
の
れ
ん
の
会
計
処
理

・
少
数
株
主
持
分
の
測
定

・
段
階
取
得
に
お
け
る
会
計
処
理

・
在
外
子
会
社
株
式
の
取
得
に
よ

り
生
じ
た
の
れ
ん
の
会
計
処
理

・
企
業
結
合
に
よ
り
受
け
入
れ
た

研
究
開
発
の
途
中
段
階
の
成
果

の
会
計
処
理
等

・
そ
の
他（
①
共
同
支
配
投
資
企
業

の
連
結
財
務
諸
表
上
、
共
同
支

配
企
業
に
対
す
る
投
資
に
つ
い

て
の
持
分
法
適
用
、
②
企
業
結

合
に
係
る
特
定
勘
定
の
計
上
お

よ
び
取
崩
し
処
理
の
見
直
し
、

③
「
親
会
社
」
の
定
義
の
見
直

し
、
な
ど
）

適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
に
お
い
て
最
初
に
実
施
さ
れ
る
企

業
結
合
・
分
離
、
企
業
結
合
・
分
離

に
関
す
る
会
計
処
理
お
よ
び
注
記
事

項
、
非
連
結
子
会
社
お
よ
び
関
連
会

社
に
対
す
る
投
資
に
係
る
会
計
処
理

か
ら
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
成
21

年
４
月
１
日
以
後
実
施
さ
れ
る
も
の

か
ら
早
期
適
用
も
可
能
と
さ
れ
る
。

な
お
、
早
期
適
用
を
行
う
場
合

は
、
す
べ
て
の
会
計
基
準
に
つ
い
て

一
斉
に
適
用
を
行
う
も
の
と
し
て
い

る
。

去
る
12
月
18
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
168
回
企
業
会
計
基
準

委
員
会
を
開
催
し
た
。

本
委
員
会
で
は
、
企
業
結
合
に
関

す
る
会
計
基
準
の
公
表
議
決
と
と
も

に
、
改
正
企
業
会
計
基
準
12
号「
四

半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基

準
」お
よ
び
改
正
企
業
会
計
基
準
適

用
指
針
14
号「
四
半
期
財
務
諸
表
に

関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」に

つ
い
て
、
公
表
議
決
が
行
わ
れ
た
。

本
改
正
は
、
企
業
会
計
基
準
17
号

「
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
等
の
開
示
に
関

す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
セ
グ
メ

ン
ト
基
準
」と
い
う
）の
公
表
に
伴
う

所
要
の
改
正
で
あ
る
。
主
な
改
正
点

は
次
の
と
お
り

●
改
正
点

・
セ
グ
メ
ン
ト
基
準
適
用
後
、
四
半

期
財
務
諸
表
に
お
い
て
開
示
す
る

事
項
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会
　
計 

電
子
記
録
債
権
法
の
会
計
処
理
案
、

早
け
れ
ば
１
月
末
公
表
か

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
金
融
商
品
専
門
委

①
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益（
ま

た
は
損
失
）お
よ
び
売
上
高

②
　
企
業
結
合
や
事
業
分
離
な
ど

に
よ
り
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
に

係
る
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
資
産

金
額
に
著
し
い
変
動
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
概
要

③
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益（
ま

た
は
損
失
）の
合
計
額
と
、
四

半
期
損
益
計
算
書
の
利
益（
ま

た
は
損
失
）計
上
額
の
差
異
調

整
に
関
す
る
主
な
事
項
の
概
要

④
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
変
更
ま

た
は
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益

（
ま
た
は
損
失
）の
測
定
方
法
に

重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
変
更
を
行
っ
た
四
半
期
会

計
期
間
以
後
に
お
い
て
そ
の
内

容
⑤
　
等
年
度
の
第
２
四
半
期
以
降

に
前
記
④
の
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
第
２
四
半
期
以
降
に

変
更
し
た
理
由

⑥
　
前
年
度
に
お
い
て
、
前
記
④

の
変
更
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ

前
年
度
の
四
半
期
と
、
当
年
度

の
四
半
期
の
前
記
①
の
報
告
セ

グ
メ
ン
ト
の
区
分
方
法
、
ま
た

は
利
益（
ま
た
は
損
失
）の
測
定

方
法
と
の
間
に
相
違
が
み
ら
れ

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
お
よ
び

変
更
後
の
方
法
に
基
づ
く
前
年

度
の
前
記
①
お
よ
び
③
の
事
項

⑦
　
固
定
資
産
に
つ
い
て
重
要
な

減
損
損
失
を
確
認
し
た
場
合
、

そ
の
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
別
の
概

要
⑧
　
の
れ
ん（
重
要
な
負
の
の
れ
ん

を
認
識
す
る
場
合
も
含
む
）の

金
額
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
象
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
報

告
セ
グ
メ
ン
ト
別
の
概
要

・
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
変
更
ま
た
は

事
業
セ
グ
メ
ン
ト
利
益（
ま
た
は

損
失
）の
測
定
方
法
に
重
要
な
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
開
示
す
べ
き

内
容

●
適
用
時
期

本
改
正
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
平

成
22
年
４
月
１
日
以
降
開
始
す
る
連

結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
第

１
四
半
期
会
計
期
間
か
ら
適
用
さ
れ

る
。な

お
、
適
用
初
年
度
の
第
１
四
半

期
会
計
期
間
で
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
情

報
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
報
告

セ
グ
メ
ン
ト
の
決
定
方
法
、
お
よ
び

各
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
に
属
す
る
製
品

お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
つ
い
て

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
適
用
初
年
度
に
つ
い

て
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
等
に
関
す
る

事
項
の
前
年
度
に
対
応
す
る
四
半
期

会
計
期
間
お
よ
び
期
首
か
ら
の
累
計

期
間
に
関
す
る
開
示
は
不
要
と
し
て

い
る
。

去
る
平
成
20
年
12
月
24
日
、
企
業

会
計
基
準
委
員
会
は
第
43
回
金
融
商

品
専
門
委
員
会
を
開
催
し
、
公
正
価

値
測
定
に
関
す
る
論
点
整
理
に
向
け

た
検
討
と
、
電
子
記
録
債
権
法
施
行

に
伴
う
会
計
処
理
の
検
討
を
行
っ

た
。今

回
の
議
論
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
。

●
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
論
点
整

理今
回
の
専
門
委
員
会
で
示
さ
れ
た

の
は
次
の
７
つ
の
論
点
。

①
　
公
正
価
値
の
定
義

②
　
当
初
認
識
時
に
お
け
る
公
正

価
値

③ 

「
資
産
ま
た
は
負
債
に
特
有
の

会
　
計 

引
当
金
お
よ
び
偶
発
債
務
の
検
討

が
始
ま
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
引
当
金
専
門
委

去
る
12
月
22
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
回
引
当
金
専
門
委
員

会
を
開
催
し
た
。
同
委
員
会
で
は
２

０
０
９
年
後
半
ま
で
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
や

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
動
向
を
踏
ま
え
た
論
点

整
理
を
公
表
し
、
翌
２
０
１
０
年
中

に
は
論
点
整
理
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

等
を
踏
ま
え
た
公
開
草
案
を
公
表
す

る
予
定
。

同
委
員
会
の
設
置
の
目
的
と
し
て

は
、
①
２
０
０
９
年
後
半
に
確
定
予

定
の
国
際
会
計
基
準（
Ｉ
Ａ
Ｓ
）７
号

へ
の
対
応
と
、
②
国
内
基
準
に
お
け

る
比
較
可
能
性
の
確
保
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
今
回
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
日
本

基
準
、
米
国
基
準
に
お
け
る
引
当
金

お
よ
び
偶
発
債
務
の
比
較
が
行
わ

れ
、
ま
た
事
務
局
か
ら
論
点
と
そ
れ

ら
に
対
す
る
案
が
次
の
と
お
り
示
さ

れ
た
。

●
範
囲

・
製
品
保
証
引
当
金
、
売
上
割
戻
引

当
金
、
返
品
調
整
引
当
金
、
ポ
イ

ン
ト
引
当
金
と
い
っ
た
収
益
認
識

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
取
り
扱
う
可
能

性
の
あ
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
。

↓
当
面
は
検
討
対
象
に
含
め
、
収
益

認
識
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
に
合

わ
せ
て
判
断
し
て
は
ど
う
か
。

・
退
職
給
付
引
当
金
、
貸
倒
引
当

金
、
工
事
損
失
引
当
金
、
資
産
除

去
債
務
と
い
っ
た
他
の
基
準
で
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
対
象
外
と

す
る
。

・
有
給
休
暇
引
当
金
、
リ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
リ
ン
グ
引
当
金
、
受
注
損
失

引
当
金（
工
事
契
約
以
外
）、
役
員

退
職
慰
労
引
当
金
は
検
討
範
囲
に

含
め
る
。

●
認
識

・
認
識
要
件
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す

る
か
。

↓
企
業
会
計
原
則
注
解
18
の
踏
襲
で

よ
い
か
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の

観
点
か
ら
新
た
な
要
件
を
定
め
る

か
。

・
国
際
的
な
基
準
で
負
債
性
を
認
め

て
い
な
い
修
繕
引
当
金
は
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
う
か
。

・
蓋
然
性
基
準（
発
生
の
可
能
性
が

高
い
場
合
に
の
み
負
債
を
認
識
）

を
維
持
す
べ
き
か
。

・
待
機
債
務
（s

ta
n
d
 
r
e
a
d
y

obligation

）の
概
念
を
導
入
す
る

必
要
は
あ
る
か
。

●
測
定

・
測
定
の
基
本
的
な
考
え
方
は
ど
の

よ
う
に
す
る
か
。

↓「
最
善
の
見
積
り
」だ
け
で
よ
い

か
、
測
定
目
的
の
明
確
化
を
行
う

か
。

・
現
在
価
値
へ
の
割
引
を
行
う
か
。

↓
最
頻
値
方
式
を
残
す
べ
き
か
、
期

待
値
方
式
に
一
本
化
す
べ
き
か
。

●
開
示

・
開
示
を
拡
充
す
べ
き
点
は
あ
る

か
。
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フラッ
シュ 

税
　
務 

国
税
庁
長
官
新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

属
性
」の
特
定

④
　「
最
有
効
使
用
」の
仮
定
に
基

づ
い
た
資
産
の
公
正
価
値
測
定

⑤
　
取
引
量
に
応
じ
た
割
引
・
割

増
要
素
の
取
扱
い

⑥
　
主
要
な
市
場（
ま
た
は
最
も
有

利
な
市
場
）の
前
提

⑦
　
市
場
参
加
者
間
に
お
け
る
秩

序
あ
る
取
引
の
前
提

⑧
　
負
債
の
公
正
価
値
測
定
に
お

け
る「
不
履
行
リ
ス
ク
」の
取
扱

いこ
の
う
ち
、
今
回
議
論
さ
れ
た
の

は
論
点
①
・
④
・
⑥
・
⑦
で
、
論
点

⑦
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
公
正
価

値
測
定
の
考
え
方
と
お
お
む
ね
整
合

的
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
つ

い
て
は
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
て

Ｓ
Ｆ
Ａ
Ｓ
157
と
同
様
の
明
示
を
す
る

か
、
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
論
点
②
・
③
・
⑤
・
⑧

に
つ
い
て
は
次
回
以
降
検
討
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

●
電
子
記
録
債
権
法
施
行
に
伴
う
会

計
処
理
の
検
討

平
成
20
年
12
月
１
日
に
施
行
さ
れ

た
、
電
子
記
録
債
権
法
に
伴
い
、
会

計
処
理
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
今
回

か
ら
本
専
門
委
員
会
で
検
討
を
行
っ

て
い
く
。
考
え
方
の
方
向
性
と
、
作

業
計
画
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。

方
向
性

手
形
債
権
と
異
な
る
側
面
が
あ
る

も
の
の
、
手
形
債
権
の
代
替
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お

り
、
会
計
処
理
上
は
、
今
後
も
並
存

す
る
手
形
債
権
に
類
似
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

作
業
計
画

次
回
１
月
７
日
の
専
門
委
員
会
に

お
い
て
、
実
務
対
応
報
告
の
文
案
が

出
さ
れ
る
予
定
で
、
１
月
か
ら
２
月

に
か
け
て
実
務
対
応
報
告
の
公
開
草

案
の
公
表
を
目
指
し
て
い
る
。

国
税
庁
長
官
の
石
井
道
遠
氏
は
記

者
ク
ラ
ブ
の
新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

応
じ
、
平
成
21
年
の
税
務
行
政
の
運

営
に
つ
い
て
、
抱
負
を
述
べ
た
。

半
年
間
の
感
想
と
新
年
の
抱
負

半
年
の
間
に
９
つ
の
国
税
局
を
回

る
と
と
も
に
、
関
係
民
間
団
体
と
接

す
る
機
会
が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
国

税
職
員
の
努
力
、
関
係
民
間
団
体
の

協
力
に
よ
っ
て
税
務
行
政
が
支
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
ま

た
、
ア
ジ
ア
税
務
長
官
会
議
に
出
席

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、

各
国
の
税
務
当
局
が
意
思
の
疎
通
を

図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

少
子
高
齢
化
の
進
展
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
・
Ｉ
Ｔ
化
に
伴
う
社
会
情
勢
の

変
化
、
直
近
で
は
内
外
の
経
済
情
勢

の
急
激
な
変
化
等
に
伴
い
、
税
務
行

政
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生

じ
て
い
る
。

引
き
続
き
国
税
庁
の
任
務
で
あ
る

適
正
・
公
平
な
課
税
・
徴
収
の
実
現

を
し
っ
か
り
果
た
す
こ
と
で
国
民
の

負
託
に
応
え
、
信
頼
を
維
持
し
て
い

き
た
い
。

そ
の
た
め
に
税
務
行
政
の
信
頼
感

の
確
保
、
納
税
者
の
方
々
の
公
平
感

を
保
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い

る
。

確
定
申
告
お
よ
び
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

自
書
申
告
の
一
層
の
推
進
が
基
本

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
相
談
体
制
の

構
築
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
施
策
を
昨

年
に
引
き
続
き
進
め
た
い
。

特
に
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
は
じ
め
と
す

る
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
施
策
の
１
つ

に
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
利

用
で
き
る
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
が
あ
る
。
す
で
に
多
数
の
方
に

利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
作

成
コ
ー
ナ
ー
で
は
確
定
申
告
書
等
作

成
し
た
申
告
書
を
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
送
信

が
で
き
る
の
で
、
引
き
続
き
利
用
い

た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に
関

し
て
は
５
千
円
の
税
額
控
除
、
作
成

書
類
の
省
略
、
還
付
の
早
期
処
理
な

ど
努
力
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ

う
な
し
く
み
が
あ
る
こ
と
を
広
報
し

て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
昨
年
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を

踏
ま
え
て
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
使
い
勝
手

を
向
上
し
た
い
。
具
体
的
に
は
シ
ス

テ
ム
の
変
更
の
他
、
国
税
庁
の
他

に
、
新
た
に
局
に
も
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

を
設
け
る
な
ど
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
準

備
し
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
24
時
間
受
付

を
１
月
19
日
か
ら
行
う
予
定
で
あ

る
。

国
際
化
へ
の
取
組
み

個
人
・
企
業
が
国
境
を
越
え
て
事

業
活
動
・
投
資
活
動
を
す
る
こ
と
が

活
発
化
し
て
い
る
。
特
に
税
制
の
違

い
、
租
税
条
約
の
違
い
を
利
用
し
て

税
負
担
を
免
れ
る
、
国
際
的
租
税
回

避
行
為
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。納

税
者
の
公
平
感
を
担
保
す
る
観

点
か
ら
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
実

態
の
把
握
に
努
め
、
綿
密
な
税
務
調

査
を
行
い
、
厳
正
に
対
処
す
る
所
存

で
あ
る
。

国
際
的
租
税
回
避
行
為
に
は
各
国

税
務
当
局
と
の
協
力
が
不
可
欠
な
た

め
、
国
税
庁
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
開

設
さ
れ
た
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
の
解

明
を
目
的
と
す
る
国
際
タ
ッ
ク
ス

シ
ェ
ル
タ
ー
情
報
セ
ン
タ
ー（
Ｊ
Ｉ

Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
）に
平
成
19
年
９
月
か
ら

職
員
を
派
遣
し
て
情
報
の
共
有
に
努

め
て
い
る
。

執
行
側
で
も
努
力
し
て
い
き
た
い

が
、
現
行
法
令
の
も
と
で
対
応
困
難

な
租
税
回
避
ス
キ
ー
ム
に
は
税
制
の

整
備
も
必
要
に
応
じ
て
求
め
て
い
き

た
い
。

ま
た
、
も
う
１
つ
の
大
き
な
課
題

が
移
転
価
格
税
制
だ
と
認
識
し
て
い

る
。
企
業
活
動
の
国
際
化
か
ら
適
用

対
象
と
な
る
取
引
が
増
大
し
、
内
容

が
複
雑
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応

し
て
、
わ
が
国
の
課
税
権
を
適
正
に

行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
定
員
確

保
、
審
査
体
制
の
充
実
に
重
点
を
置

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

移
転
価
格
の
課
税
処
分
に
は
社
会

一
般
の
関
心
は
高
い
。
万
が
一
処
分

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、

課
税
当
局
の
信
頼
性
に
関
わ
る
。

国
税
庁
・
国
税
局
の
体
制
を
改
め

て
整
備
し
た
い
。

ま
た
運
用
基
準
・
執
行
方
針
の
明

確
化
を
求
め
る
声
が
強
い
た
め
、
法

令
解
釈
通
達
・
事
務
運
営
指
針
の
整

備
・
公
表
、
さ
ら
に
事
前
確
認
制

度
・
相
互
協
議
に
も
人
員
等
を
充
実

さ
せ
な
が
ら
対
応
し
た
い
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等   

2008年
12月17日 

 
2008年
12月17日 

 
 

2008年
12月24日 

役員給与に関するＱ＆Ａ 
 
 
自己株式取得に係る市場規制の緩和の
延期について  
 
監査委員会報告69号「販売用不動産等
の強制表加減の要否の判断に関する監
査上の取扱い」の改正について（案） 

国税庁  
 
 

金融庁 
 
 

日本公認 
会計士協会 

役員給与の額の改定に関して、税務上の取扱い判断
に参考となる事例をＱ＆Ａ形式により取りまとめたもの。 
 
わが国株式市場の状況に鑑みて、時限的措置として緩
和されていた自己株取得の市場規制の緩和期間が平
成21年3月31日まで延長される。 
 
平成20年9月に改正された企業会計基準9号「棚卸資
産の評価に関する会計基準」を踏まえた所要の改正。
コメント募集期間は平成21年1月23日まで。 

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

金
　
融 

懸
念
さ
れ
る
日
銀
に
よ
る
民
間
信

用
リ
ス
ク
引
き
受
け

日
銀
は
、
19
日
に
開
催
し
た
金
融

政
策
決
定
会
合
で
無
担
保
コ
ー
ル
翌

日
物
金
利
の
誘
導
目
標
を
年
０
・
３

％
か
ら
０
・
１
％
に
引
き
下
げ
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
今
回
の
政

策
変
更
に
関
し
て
は
、
併
せ
て
こ
れ

ま
で
月
１
・
２
兆
円
規
模
で
行
っ
て

き
た
長
期
国
債
の
買
入
れ
を
１
・
４

兆
円
ま
で
増
額
、
買
入
対
象
国
債
の

追
加
や
年
限
別
買
入
額
の
設
定
な
ど

の
措
置
が
取
ら
れ
た
。

新
た
に
対
象
国
債
と
な
る
の
は
、

30
年
国
債
、
物
価
連
動
国
債
、
変
動

利
付
国
債
で
、
ま
た
極
端
な
残
存
期

間
の
偏
在
化
防
止
の
た
め
、
１
年
、

10
年
で
区
切
っ
て
残
存
期
間
を
分
類

し
、
各
々
買
入
額
を
設
定
す
る
と
い

う
も
の
。
さ
ら
に
本
年
１
月
８
日
よ

り
実
施
す
る
民
間
債
務
を
活
用
し
た

新
た
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的

な
実
施
要
領
を
決
め
た
。
一
方
で
日

本
政
策
投
資
銀
行
が
Ｃ
Ｐ
の
買
入
業

務
を
開
始
す
る
た
め
、
同
行
も
日
銀

の
Ｃ
Ｐ
オ
ペ
対
象
行
と
し
た
。
そ
し

て
年
末
に
向
け
た
企
業
金
融
対
策
と

し
て
時
限
的
に
日
銀
が
直
接
Ｃ
Ｐ
を

買
い
入
れ
る
措
置
を
検
討
す
る
よ
う

に
決
定
会
合
議
長
か
ら
日
銀
執
行
部

に
指
示
が
出
さ
れ
た
。

今
回
の
日
銀
の
措
置
に
関
し
て
注

目
す
べ
き
は
、
こ
の
日
銀
自
身
が
Ｃ

Ｐ
の
買
入
実
施
を
決
定
し
た
こ
と
で

あ
る
。
中
央
銀
行
が
直
接
民
間
の
企

業
金
融
に
影
響
力
を
行
使
す
る
、
す

な
わ
ち
民
間
部
門
の
信
用
リ
ス
ク
を

中
央
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
抱

え
込
む
と
い
う
極
め
て
異
例
の
事
態

で
あ
る
。

本
来
な
ら
利
下
げ
措
置
よ
り
こ
ち

ら
の
方
が
円
安
要
因
だ
が
、
ア
メ
リ

カ
の「
ゼ
ロ
金
利
政
策
」実
施
な
ど
で

ド
ル
安
要
因
の
方
が
強
い
た
め
、
ほ

と
ん
ど
為
替
相
場
に
は
反
応
が
な証

　
券 

心
理
不
況
に
転
機
は
来
る
か
？

昨
年
10
月
以
降
の
実
体
経
済
の
落
ち

込
み
は
、
大
雪
崩
が
発
生
し
た
か
の
よ

う
で
あ
っ
た
。
落
ち
込
み
の
数
字
は
大

体
、
35
年
前
の
第
一
次
シ
ョ
ッ
ク
以
来

と
い
う
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
、
リ
ー

マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
が
襲
っ
て
き
た
か
ら

だ
と
い
わ
れ
る
と
、
誰
も
が
納
得
し
て

し
ま
う
。

株
価
に
直
接
響
く
の
は
、
企
業
収

益
の
動
向
で
あ
る
が
、
そ
の
企
業
収

益
の
予
想
は
下
方
修
正
ラ
ッ
シ
ュ
と

な
っ
た
。
特
に
日
本
経
済
を
支
え
て

い
る
自
動
車
や
電
機
産
業
の
収
益

は
、
下
方
修
正
に
踏
み
切
っ
て
す
ぐ

に
、
次
の
下
方
修
正
を
余
儀
な
く
さ

末
で
あ
る
。

新
年
は
暗
い
気
分
で
の
出
発
が
避
け

ら
れ
な
い
。さ
ら
に
国
民
の
不
安
を
あ

お
る
言
説
が
不
安
に
輪
を
か
け
る
こ
と

だ
ろ
う
。し
か
し
、昨
年
末
に
秋
以
降
の

実
体
経
済
の
落
ち
込
み
は
過
剰
反
応
で

は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
出
て
き
た
こ

と
に
注
目
し
た
い
。高
度
情
報
化
、グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
下
で
、

ス
ピ
ー
ド
経
営
と
い
う
圧
力
に
押
さ

れ
、発
生
し
た
現
象
に
過
剰
に
反
応
し

て
し
ま
い
、自
ら
不
況
を
深
刻
化
さ
せ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

裏
返
せ
ば
、
不
況
は
消
費
者
心

理
、
企
業
心
理
の
悪
化
と
い
う
心
理

的
要
因
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

心
理
を
少
し
で
も
好
転
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
様
子
は
違
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
日
本
の
心
理
好
転
に
は

ア
メ
リ
カ
の
情
勢
変
化
が
必
要
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
バ
ー
ナ
ン
キ
Ｆ

Ｒ
Ｂ
議
長
が
予
想
以
上
に
早
く
ゼ
ロ

金
利
政
策
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
が
特

筆
さ
れ
る
。
大
恐
慌
の
研
究
者
と
し

て
名
高
い
議
長
は
、
大
恐
慌
＝
デ
フ

レ
ス
パ
イ
ラ
ル
を
防
ぐ
に
は
金
融
の

目
詰
ま
り
解
消
が
最
優
先
の
課
題
と

み
て
い
る
。
ゼ
ロ
金
利
は
マ
ネ
ー
の

無
制
限
な
創
出
を
可
能
に
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

ゼ
ロ
金
利
政
策
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ

株
式
市
場
の
評
価
・
反
応
は
、ま
だ
よ
く

わ
か
ら
な
い
。新
年
の
株
式
市
場
の
ス

タ
ー
ト
は
、例
年
以
上
に
心
理
的
な
要

素
に
注
意
を
払
い
た
い
。

か
っ
た
。
今
は
企
業
の
資
金
繰
り
や

金
融
緩
和
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
こ
う
し
た
日
銀
の
政
策
に
反
対

論
も
出
に
く
い
。
し
か
し
、
現
在
の

不
況
下
で
今
後
日
銀
の
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
の
毀
損
、
す
な
わ
ち
円
の
対

内
、
対
外
価
値
の
毀
損
と
い
う
リ
ス

ク
を
新
た
に
抱
え
込
ん
だ
こ
と
に
な

る
。時

限
的
と
い
う
条
件
付
な
が
ら
、

一
度
始
め
る
と
政
策
転
換
は
困
難
を

極
め
そ
う
だ
。
対
症
療
法
で
は
な

く
、
日
銀
の
守
備
範
囲
を
越
え
た
抜

本
的
な
景
気
対
策
を
打
つ
べ
き
だ
。

財
政
措
置
、
法
整
備
な
ど
、
強
力
な

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
も
政
府
主
導
の

政
策
立
案
が
望
ま
れ
る
。

れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
業

界
か
ら
失
業
者
が
排
出
さ
れ
、
日
本

社
会
の
雰
囲
気
は
急
激
に
悪
化
し

た
。
株
価
は
下
落
し
て
も
割
安
感
が

生
ま
れ
な
い
と
い
う
、
悪
い
シ
ナ
リ

オ
が
現
実
化
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
も
、
問
題
の
好
転
、
解
決
に

重
要
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
政
治
が
迷

走
を
続
け
、
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果

た
し
て
い
な
い
た
め
、
国
民
の
苛
立

ち
は
高
ま
る
一
方
で
あ
る
。
政
府
は

与
野
党
勢
力
が
拮
抗
す
る
中
、
説
得

力
の
あ
る
財
政
政
策
を
打
つ
こ
と
が

で
き
ず
、
麻
生
内
閣
は
発
足
２
カ
月

で
政
権
末
期
の
様
相
と
い
わ
れ
る
始


